
平成27年度保険料率に関する論点について 

１．制度改正 

27年医療保険制度改革に向けて、協会要望事項の実現を引き続き強く訴えていく。 

① 国庫補助率20％への引上げ 

 

② 高齢者医療制度の見直し  

 ・高齢者医療への公費負担の拡充 
 ・後期高齢者支援金の全面総報酬割の導入 
 
 

③ その他 

 ・傷病手当金と出産手当金の見直し 等 

２．27年度保険料 

27年度保険料についてどう考えるか。 

○ 直近の５年収支見通し（26年７月試算）も踏まえて、27年度保険料についてどう考えるか 
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３．激変緩和措置 

27年度の激変緩和措置についてどのように考えるべきか。 

○ 27年度の激変緩和率についてどう考えるか 

※ 現行の激変緩和率は2.5/10。前回法改正により財政特例措置は２年延長（25・26年度）されたが、激変緩和措置期間も
２年延長（平成32年３月まで）され、激変緩和率は24年度から維持されてきている。 

※ 政令の規定に従えば、27年度は、激変緩和率の拡大を行う必要が生じる可能性がある。24年度までの毎年度の激変緩和
率の拡大幅は、0.5/10～1.0/10。 

○ 仮に平均保険料率が維持された場合の都道府県単位保険料率の扱いをどうするか 

※ 都道府県単位保険料率の算定方式は法令で規定されており、仮に平均保険料率及び激変緩和率が維持された場合でも、都
道府県ごとに医療給付費等の変動状況が異なることから、27年度の都道府県単位保険料率が現在のものと同一となるとは
限らない。 

   ※ 都道府県単位保険料率については、２年度前の見込みと実績のかい離分に係る精算を行っている。 
    加えて、25年度に都道府県単位保険料率を凍結したことに伴う精算について、27年度都道府県単位保険料率の算定にお

いて行うこととなっている。 
    （注）26年度の保険料率凍結に伴う精算については、28年度都道府県単位保険料率の算定において行うことと 
      なっている。 

   

４．変更時期 

仮に保険料率の変更をする場合、変更時期は４月納付分からでよいか。 
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協会けんぽの都道府県単位保険料率の設定のイメージ 
年齢構成の高い県ほど医療費が高く、保険料率が高くなる。また、所得水準の低い県ほど、 同じ医療費でも保険料率が高くなる。
このため、都道府県間で次のような年齢調整・所得調整を行った上で都道府県単位保険料率を算定している。 

 ※全国平均保険料率との差が一定基準を超える場合に、当該超過分の一部を協会全体が負担し、当該支部の負担を軽減する
激変緩和措置が講じられている。 

全国一本の保険料率 
（21年8月まで） 

都道府県単位保険料率（21年9月から）：年齢構成が高く、所得水準の低いA県の例 

全
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律
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険
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率 

都道府県ごとの医療費の水
準にかかわらず保険料率は
一律 

各都道府県の保健
事業等に要する保
険料分を合算 

後期高齢者支援金
など全国一律で賦
課される保険料分
を合算 

＋ ＋ 

地域差 

所得水準を協会の平
均とした場合の保険
料収入額との差額を
調整 

所得調整 

年齢調整 

年齢構成を協会の
平均とした場合の
医療費との差額を
調整 
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年齢調整・所得調整の
結果、都道府県ごとの
保険料率は、医療費の
地域差を反映した保険
料率となる。 

Ａ県 

（※）激変緩和措置は、平成３２年３月までの間、講じる（法律事項）。 
  激変緩和措置の内容については、毎年度決定。 

（※）災害等特殊事情についても、適切な調整を行う。 3



協会けんぽの都道府県単位保険料率について 
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激変緩和適用前（所要保険料率）の全国平均との差 

激変緩和適用後（10分の2.5に調整）の全国平均との差 

[％] 

24年度以降は全国平均保険料率 
との乖離幅を10分の2.5に調整 
（平成23年度は10分の2.0に調整） 

 

 
 

最高料率と最低料率の差は0.31% 
佐賀県10.16%～長野県9.85%（+0.16～▲0.15） 

 
 

[％] 

  24，25年度と同じく 
全国平均保険料率 10.00% 

平成２６年度の都道府県単位保険料率 

平成23年度の最高と最低の差は0.21% 
北海道、佐賀県9.60%～長野県9.39%（+0.10～▲0.11） 

 協会けんぽでは、平成２１年９月から、年齢構成や所得の調整を行った後の「医療費の地域差」を
反映した都道府県単位保険料率を設定。 

 ※なお、都道府県単位保険料率導入に伴う保険料率の大幅上昇を緩和するため、平成３２年３月までの間、激変緩和措置とし
て、全国平均保険料率との乖離幅を10分の2.5に調整する措置が講じられている。 
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平成26年度の協会けんぽの都道府県単位保険料率 

北 海 道  １０．１２％ 石 川 県  １０．０３％ 岡 山 県  １０．０６％ 

青 森 県  １０．００％ 福 井 県  １０．０２％ 広 島 県  １０．０３％ 

岩 手 県   ９．９３％ 山 梨 県   ９．９４％ 山 口 県  １０．０３％ 

宮 城 県  １０．０１％ 長 野 県   ９．８５％ 徳 島 県  １０．０８％ 

秋 田 県  １０．０２％ 岐 阜 県   ９．９９％ 香 川 県  １０．０９％ 

山 形 県   ９．９６％ 静 岡 県   ９．９２％ 愛 媛 県  １０．０３％ 

福 島 県   ９．９６％ 愛 知 県   ９．９７％ 高 知 県  １０．０４％ 

茨 城 県   ９．９３％ 三 重 県   ９．９４％ 福 岡 県  １０．１２％ 

栃 木 県   ９．９５％ 滋 賀 県   ９．９７％ 佐 賀 県  １０．１６％ 

群 馬 県   ９．９５％ 京 都 府   ９．９８％ 長 崎 県  １０．０６％ 

埼 玉 県   ９．９４％ 大 阪 府  １０．０６％ 熊 本 県  １０．０７％ 

千 葉 県   ９．９３％ 兵 庫 県  １０．００％ 大 分 県  １０．０８％ 

東 京 都   ９．９７％ 奈 良 県  １０．０２％ 宮 崎 県  １０．０１％ 

神奈川県  ９．９８％ 和歌山県 １０．０２％ 鹿児島県 １０．０３％ 

新 潟 県   ９．９０％ 鳥 取 県   ９．９８％ 沖 縄 県  １０．０３％ 

富 山 県   ９．９３％ 島 根 県  １０．００％ 

 平成２６年度の協会けんぽの全国平均保険料率は１０％であるが、都道府県ごとに異なる。 

 最高は、佐賀の１０．１６％、最低は、長野の９．８５％ 
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（参考）激変緩和率の発動基準 

○ 激変緩和措置を講じたときの最高都道府県単位保険料率の全国平均との差が前年度以上であることが必要。 

  （健保法施行令附則では、当該年度における最高都道府県単位保険料率から平均保険料率を除いたもの（Ａ）に激変緩和率 

   （α／10）を乗じたもの（Ａ×α／10）が前年度以上の率でなければならないとされている。） 

発動基準のイメージ 

Ｎ＋１年度

（激変緩和前における全国平均との乖離が減少する場合）
Ｎ年度

激変緩和前 激変緩和後
（激変緩和率α/10）

激変緩和前 激変緩和後
（前年度の激変

緩和率α/10）

全国平均の保険

料率との乖離幅

全国平均の

保険料率

（Ａ）

（Ａ）

×α/10

（Ｂ）

（Ｂ）

×α/10

（Ｂ）

×β/10

Ｎ＋１年度において、前年度の激変緩和率を適用す

ると、激変緩和措置後の全国平均との差が前年度

未満となってしまうため、この差が前年度以上となる

激変緩和率（β/10）を設定しなければならない。

激変緩和後
（激変緩和率β/10）
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都道府県単位保険料率の精算について 

１．精算の内容 

      ①  ２年度前の支部別収支（実績）に基づく精算分 
 
      都道府県単位保険料率は、２年度前の医療給付費等の実績をもとに、当該年度の医療給付費等を推計して算定している。 

     そのため、２年後に、保険料率算定時の医療給付費等の見込みと実績の差分を精算している。  
 
    ②  保険料率凍結に伴う精算分  
     都道府県単位保険料率を凍結できるように調整して各支部の収入とみなして充てた準備金取崩し額について、本来の 

    総報酬按分による取崩し額との精算を行う必要がある。 

２．平成２７年度都道府県単位保険料率を算定する際の精算（予定） 

      ① 平成２５年度の支部別収支（実績）に基づく精算分 

   ②  平成２５年度の都道府県単位保険料率を凍結したことに伴う精算分 
 
  （注）平成２６年度の都道府県単位保険料率を凍結したことに伴う精算分は、平成２８年度都道府県単位保険料率を算定する際に 

              精算する予定 
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注１．医療費は、社会保険診療報酬支払基金審査分（入院、入院外、歯科、調剤、入院時食事療養費・生活療養費、訪問看護療養費）、

療養費（柔道整復療養費等）、移送費に係るものであり、図中の「その他」は、入院、入院外、歯科、調剤以外の医療費を表す。

注２．加入者1人当たり医療費は、年齢調整前の額である。

全国平均 １６１，３０６円

（参考）都道府県支部別加入者1人当たり医療費の状況（全国平均との差・平成24年度） 

 加入者１人当たり医療費の全国平均は、16.1万円。 
 全国平均と比べて最も高い支部は佐賀（17.8万円）であるのに対して、最も低い支部は沖縄（14.6万円）。 
  佐賀の医療費を高くしている主因は「入院」であり、沖縄の医療費が低い主因は「入院外」である。 
 支部ごとに医療費の特徴があり、例えば大阪は、「歯科」と柔道整復等の「その他」が医療費を高くしている。 
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